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〈2025賃金交渉・第2回11/14(金)・第３回11/21(金)交渉結果〉
２回交渉重ねるも、今年度は賃上げなし、提案を全く変えず！
機構本部の経営改善努力は見えず、現場職員へしわ寄せするな！
～県独自号給追加廃止の撤回再提案あるもそれだけでは到底納得できず、交渉継続!!
[bookmark: _Hlk214780174]　今期の賃金交渉は11/14(金)に第２回、11/21(金)に第３回の交渉を行い、組合側は機構本部提案の「県派遣職員以外の職員の給与は今年度据え置き、一時金は今年度来年度2年間据え置き、県独自号給上乗せ廃止」を撤回し、県人勧の完全実施を求めましたが、機構本部からの再提案は、①県独自号給上乗せ廃止の提案は撤回、②経営責任を鑑み、理事長・副理事長の給与据え置き、期末手当を理事長10％、副理事長５％削減、③経営改善の取組を職員に周知、というもので、到底納得できる内容でないため、交渉は12月以降に継続となりました。
＜機構本部発言＞
・理事会で赤字状況を理由に賃金削減や県準拠でない独自給料表作成という意見もある中で、機構本部としては　
今の経営状況を勘案すると最大限できるのは来年度の給与改定。来年度には給与が上がることに理解を。今回
提案による人材流出の危惧は持っているがバランスの問題。来年度改定すれば来年度採用者には反映できる。
＜組合側意見＞
・理事会での意見は独法移行時に給与は県準拠を基本枠とした前提を否定するようなもので納得できない。
・２年連続県人勧完全実施せず、今年は去年よりさらにひどい提案。赤字経営で何年がまんさせるのか。世間で　
は給与が上がっているというのに黒字になるのが難しい現状では先の見通しが立たず、給与を上げないで人材
流出しないとでも思っているのか。職員は使い捨てなのか。次の人を育てるより、専門性の高い仕事に誇りを
持ってやっている現行職員を育てる方が経営にもいいのではないか。専門資格を取ったりする職員の努力に投
資する意味でも給与を上げるべき。コロナ前など赤字でも人勧完全実施したこともあるのに、今赤字だからと
言われても職員は納得できない。
・給料が上がらなければ学会に行きたくても行けず、新しい医療知識が得られず、古い医療しか提供できず、そ
れが患者減につながっていく。そうならないため、将来性を見据えて設備への投資とともにスタッフへも投資
すべき。また、赤字経営でキャッシュが底を付くのが見えてから何とかするでは遅い。誠意が見えない。
・単なる数字どうこうではなく機構本部の経営姿勢が問題。どこまでちゃんとやっているのか不信感しかない。
・来年度に給与上がると言うが、今は来年の話をしているのではない。今年どうするかだ。
・現場にがんばれ、がんばれとしか言わない。私たちに何を求めているのか。目の前に患者がいるのでやってい
るが、やってるからいいで済まされる問題ではない。ミスが起きたら現場スタッフが自分を責めるような環境
を作らないことだ。人材流出するかもしれないと思っているなら、そうさせないことが大事で、人材流出は県
民への裏切りだ。機械がやっているのではない、人がいないと何もできない。職員第一に考えてもらいたい。
物価高で給料上がらず、患者増やせでは現場に残るスタッフに負担だ。スタッフを育てることはメリットしか
ない。このまま給料が上がらないところには人は来ない。スタッフ第一と考えたら今回の提案は出てこない。
・民間で給料を上げているところは経営努力をしている。その点機構本部はそういう姿勢が見えてこない。本当
に赤字を黒字にするなら抜本的にやらないと黒字にならない。今までやってきたからいいのだという考えは捨
てないと変わらない。
・来年度給料上げるからいいではない。今年度の民間の相場を見て今年度上げる仕組みでたとえ独法化しても公
務員から移った立場を理解してほしい。民間の動向で判断というのも都合のいいときだけ利用している。
・組合としては、労使交渉の中だけでは解決できないなら、別のステージでの解決を目指す動きも取るとお伝え
しておく。本日の組合の意見を踏まえて再考を強くお願いしたい。

県労連交渉結果詳報
　自治労県職連合「くりえいてぃぶ」No.1232号（2025.11.12）でもお伝えしましたとおり、県労連の賃金確定交渉は11月11日(火)に大綱妥結しましたが、各項目での妥結内容は次のとおりです。
	要求・課題
	妥結概要（〇：改善　×：改悪）

	2025年度
給与改定
	〇2025年度給料表について、県人勧どおり改定し、2025年４月１日から遡及適用
〇月例給(較差3.09％12,318円)：すべての号給を大卒12,300～8,300円引上げ

	地域手当
	〇2025年４月に遡及して現行12.45％を12.5％に引上げ

	差額支給
	〇常勤職員等は年内に支給できるよう努める。第１号会計年度任用職員は常勤職員等の改定に伴う差額支給後、早期に支給できるよう努める。

	2026年度
給与改定
	×2026年度以降の給料表は、本県独自の号給追加を見直した給料表（以下「新給料表」という。）のとおり改訂し、2026年4月１日から適用

	現給保障
	〇2026年４月１日において、新給料表の給料月額が2026年３月31日に受けていた給料月額に達しない場合は、新たな給料月額に加え、2026年３月31日時点の給料月額との差額を支給する経過措置を2027年３月31日まで設ける措置を講じる。

	一時金
支給月数
（ ）内は現行
		一般職
	
	６月期
	12月期
	年間
	
	再任用
	
	６月期
	12月期
	年間

	[bookmark: _Hlk214726112]2025
年度
	期末手当
	1.25(済)
	1,275(1.25)
	4.65
(4.60)
	
	2025
年度
	期末手当
	0.70(済)
	0.725(0.7)
	2.45
(2.40)

	
	勤勉手当
	1.05(済)
	1.075(1.05)
	
	
	
	勤勉手当
	0.50(済)
	0.525(0.5)
	

	2026
年度
	期末手当
	1.2625
	1.2625
	4.65
	
	2026
年度
	期末手当
	0.7125
	0.7125
	2.45

	
	勤勉手当
	1.0625
	1.0625
	
	
	
	勤勉手当
	0.5125
	0.5125
	




	勤勉手当の
成績率






		成績区分
	2025年12月期
	2026年度
	人員分布率

	1 特に優秀
	128/100
	126.75/100
	10％以内

	2 優秀
	116.5/100
	115.25/100
	30％以内

	3 良好
	105/100
	103,75/100
	

	区分間差
	11,.5
	11.5
	

	4 良好でない
	96/100
	94.75/100
	




	要求・課題
	妥結概要（〇：改善）

	歯科衛生士初任給
	〇学歴免許等に「大学卒」を加え、初任給を２級１号給とし、2026年４月１日から適用する。

	扶養手当
	・扶養手当に係る扶養親族の所得限度額については、しかるべき場で話し合っていく。

	通勤手当
	〇月の途中に採用等された場合の通勤手当は、当月分から支給することとし、2026年４月１日から適用
〇交通用具利用者の通勤手当額について現行の金額を次のとおり改訂し、2025年４月１日から遡及適用
この通勤手当改正に伴う差額支給については、年度内に支給できるよう努める。
〇また、交通用具利用者の通勤手当の区分について60km以上から100km以上までの区分を次のとおり新設し、2026年４月１日から適用
【交通用具利用者の通勤手当引上げ(2025年4月から遡及適用)】（単位：円）　　　【新設部分】（単位：円）
	[bookmark: _Hlk214727953]片道使用距離
	現行
	改定後
	増減
	
	片道使用距離
	現行
	改定後
	増減
	
	新設：2026年4月から

	～3km
	2,500
	変更なし
	  0
	
	30～35km
	18,700
	19,700
	1,000
	
	60～65km
	38,700

	3～5km
	 2,800
	変更なし
	  0
	
	35～40km
	21,600
	22,800
	1,200
	
	65～70km
	42,200

	5～10km
	 4,200
	変更なし
	  0
	
	40～45km
	24,400
	25,900
	1,500
	
	70～75km
	45,700

	10～15km
	 7,100
	 7,300
	200
	
	45～50km
	26,200
	29,100
	2,900
	
	75～80km
	49,200

	15～20km
	10,000
	10,400
	400
	
	50～55km
	28,000
	32,300
	4,300
	
	80～85km
	52,700

	20～25km
	12,900
	13,500
	600
	
	55～60km
	29,800
	35,500
	5,700
	
	85～90km
	56,200

	25～30km
	15,800
	16,600
	800
	
	60km～
	31,600
	38,700
	7,100
	
	90～95km
	59,600

	
	
	
	
	95～100km
	63,000

	
	100km～
	66,400


・駐車場利用の通勤手当については、しかるべき場で話し合っていく。

	子の看護等休暇
	〇子が１人の場合は現行５日を６日に、２人の場合は10日を12日に増、３人以上の場合は15日(新設)の範囲内で取得できることとし、いずれも就学前後の区分をなくして一律とし、2026年４月１日から適用する。

	同性パートナーシップ
	〇同性パートナーシップを含む事実婚の配偶者を対象として取得できる休暇に、骨髄ドナーに係る療養休暇及び不妊治療休暇を含め、配偶者の子として取得できる休暇・勤務時間制度に骨髄ドナーに係る療養休暇、育児休暇、子の看護等休暇、時間外勤務の制限、時差出勤及び育児・介護職員を対象としたフレックスタイム制度を含めるものとし、2026年４月１日から適用する。

	人事異動内示の早期化
	〇人事異動内示の早期化について、現行「１次内示(意向打診)異動日７営業日前、２次内示(異動先所属と接触可)異動日４営業日前」を2026年度から１次２次区分をなくし、主査級以下は異動日７営業日前、副主幹級以上は６営業日前の内示とする。異動については業務カタログを示し、コミュニケーションツールもあり、スキルアップを望んでいる。家族が同一職場になる等の事故が起きないようにするのは一本化しても変わるものではない。万が一事故が起きたら対話を行い、きちんと対応する。
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